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１．佐渡市環境審議会の協議経過 

①委員名簿等                     （敬称略、順不同） 

 氏 名 所属・役職 

会長 長嶋俊介 前鹿児島大学教授 

副会長 金子正史 佐渡地域振興局健康福祉環境部環境センター長 

委 員 永田尚志 新潟大学朱鷺・自然再生研究センター教授 

山本健次 一般社団法人新潟県環境衛生研究所佐渡検査センター長 

本山俊介 一般社団法人新潟県産業廃棄物協会専務理事 

渡邉剛忠 前佐渡ジオパーク推進協議会副会長 

広野行男 環境省佐渡自然保護官事務所首席自然保護官 

桃井卓子 佐渡市連合婦人会長 

山本初子 佐渡市消費者協会長 

近藤健一郎 公益財団法人日本野鳥の会佐渡支部事務局長 

井上由香 元新潟大学特任教員 

仲川純子 一般社団法人佐渡生きもの語り研究所理事長 

渡部雅子 特定非営利法人エコひびき佐渡 

板垣徹 潟上水辺の会(JA ファーム代表取締役) 

安藤卓也 美しい島佐渡・エコアイランド推進協議会副会長 

佐々木ひとみ 佐渡商工会女性部協議会長 

越渡佳弘 佐渡農業協同組合代表理事専務 

事務局 鍵谷繁樹 佐渡市環境対策課 

原田健一      〃 

本田寿之      〃 

調査機関 関谷一義 株式会社キタック 

岸 克也      〃 
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②協議経過 

回 数 開催年月日 協議内容 

第１回 平成 28 年 6 月 7 日 

○佐渡市環境基本計画策定の基本方針（案）及び

素案（概要） 

○今後のスケジュール 

○アンケート調査の項目 

第２回 平成 28 年 11 月 14 日 

○市民環境アンケート調査の結果 

○環境基本計画（案） 

○答申書（案） 

○今後のスケジュール 

第３回 平成 29 年 2 月 17 日 

○パブリックコメント実施状況報告 

○環境基本計画（案）に対する意見 

○「佐渡市の環境」について 

 

２．佐渡市環境審議会専門部会の協議経過 

①専門部会名簿                      （敬称略、順不同） 

  氏 名 所属・役職 

会長 長嶋俊介 前鹿児島大学教授 

副会長 金子正史 佐渡地域振興局健康福祉環境部環境センター長 

部会員 近藤健一郎 公益財団法人日本野鳥の会佐渡支部事務局長 

井上由香 元新潟大学特任教員 

仲川純子 一般社団法人佐渡生きもの語り研究所理事長 

板垣徹 潟上水辺の会(JA ファーム代表取締役) 

 

②協議経過 

回 数 開催年月日 協議内容 

第１回 平成 28 年 6 月 2 日 
○佐渡市環境基本計画改訂の基本方針 

○改訂に向けたアンケート調査項目 

第２回 平成 28 年 7 月 12 日 ○佐渡市環境基本計画策定の基本方針等 

第３回 平成 28 年 10 月 13 日 
○第２次佐渡市環境基本計画（素案） 

○今後のスケジュール 

第４回 平成 28 年 11 月 28 日 ○第２次佐渡市環境基本計画（案）の確認 
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３．市民意見の把握等 

①市民意識調査 

「第 2 次環境基本計画」の策定にあたり、環境の現況や今後の環境づくりの進め方

に対する市民の意見や要望などを把握し、計画づくりに反映させていくことを目的

に実施した。 

  内  容 

調査内容 １．身近な環境について 

２．トキとの共生について 

３．地球温暖化対策について 

４．環境に関する取組について 

５．佐渡の環境について学びたいこと、知りたいことについて 

６．佐渡市の環境全般に関する意見や要望などについて 

調査対象者 無作為に抽出した市内に住所を有する 18 歳以上の男女 2,000 名 

調査期間 平成 28 年 8 月期 

調査方法 郵送法（調査票の配布、回収とも） 

配 布 数 2,000 票 

有効回収数 858 票（有効回収率＝42.9％） 

 

②市民団体へのヒアリング調査 

 計画策定にあたり環境の保全のための取組みをお聴きするため、市内で実際に環

境に関連した活動を行っている団体（ＮＰＯ法人、市民団体など）のうち 5 団体に

ヒアリング調査を行った。 

  内  容 

調査内容 １．活動目的 

２．活動内容 

３．地域の環境課題 

４．佐渡市の環境保全に関しての意見 

調査期間 平成 28 年 9 月期 
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③パブリックコメント 

  内  容 

実施期間 平成 29 年 1 月 10 日～平成 29 年 2 月 10 日 

周知方法 市報さど、市ホームページ 

募集方法 持参、郵送、ファクシミリ、メールまたは専用フォーム 

意見提出者数 8 名 

意 見 数 11 件 

 

４．佐渡市環境基本計画推進本部での検討経過 

①構成 

 所属・役職 氏 名 

本部長 副市長 伊藤 光 

副本部長 環境対策課長 鍵谷 繁樹 

本部員 総務課長 渡邉 裕次 

総合政策課長 渡辺 竜五 

世界遺産推進課長 安藤 信義 

財務課長 池野 良夫 

地域振興課長 加藤 留美子 

市民生活課長 中川 宏 

農林水産課長 伊藤 浩二 

産業振興課長 市橋 秀紀 

上下水道課長 野尻 純一 

学校教育課長 吉田 泉 

②協議経過 

回 数 開催年月日 本部会議内容 

第１回 平成 28 年 5 月 12 日 
○第 1 次計画の内容確認基本方針 

○第 2 次計画策定の基本方針の確認 

第２回 平成 28 年 11 月 25 日 
○計画（案）の確認について 

○今後のスケジュールについて 

第３回 平成 29 年 2 月 20 日 
○パブリックコメント実施状況について 

○佐渡市第２次環境基本計画（案）の確認 
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○佐渡市環境基本条例 

平成17年３月30日 

条例第26号 

目次 

前文 

第１章 総則(第１条―第８条) 

第２章 環境の保全及び再生に関する基本的施策 

第１節 施策の策定等に係る指針(第９条) 

第２節 環境基本計画(第10条) 

第３節 環境の保全及び再生のための施策等(第11条―第23条) 

第４節 環境の保全及び再生に関する協力(第24条・第25条) 

第５節 推進体制の整備(第26条) 

第３章 環境審議会(第27条―第31条) 

附則 

私たちのまち佐渡市は、青く澄んだ美しい海と緑豊かな山々を有し、四季折々自

然の恵みの中でトキ(ニッポニア・ニッポン)を育んだ、世界に誇れる伝統と文化を

有する歴史の島である。 

近年、豊かな環境は、経済の高度化や生活様式の変化等により、地球規模でオゾ

ン層の破壊や温暖化、酸性雨等による環境破壊が進み、人類の生存をも脅かすまで

に至っている。 

私たちは、環境問題を自らの課題として認識するとともに、環境の保全及び再生

を目指し、市民が力を合わせて、人とトキが共に生きる島づくりを決意し、この条

例を制定する。 

第１章 総則 

(目的) 

第１条 この条例は、人とトキが共に生きる島づくりを目指し、環境の保全及び再

生について、基本理念を定め、並びに市、事業者及び市民の責務を明らかにする

とともに、市の施策の基本となる事項を定め、総合的かつ計画的に推進し、現在

及び将来にわたり市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とす

る。 
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(定義) 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に

定めるところによる。 

(1) 環境の保全及び再生 健全で恵み豊かな環境を保護及び整備し、又は取り

戻すことにより、将来にわたって良好な状態に維持することをいう。 

(2) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保

全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。 

(3) 地球環境保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進

行、海洋汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の

環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献すると

ともに市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。 

(4) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生

ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底

の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物

の掘採のための土地の掘削によるものを除く。)及び悪臭によって、人の健康

又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係

のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずること

をいう。 

(環境の保全及び再生についての基本理念) 

第３条 環境の保全及び再生は、市民の健康で文化的な生活に欠くことのできない

ものであることから、現在及び将来の世代の市民がこの恵沢を享受することがで

きるように、適切に行われなければならない。 

２ 環境の保全及び再生は、地域における多様な生態系の健全性を維持し、及び回

復するとともに人と自然との豊かな触れ合いを保つことにより、人と自然が共生

できるように、適切に行われなければならない。 

３ 環境の保全及び再生は、環境の保全上の支障を未然に防止することを基本に、

環境への負荷の少ない循環を基調とする社会を構築することを目的として、公平

な役割分担の下に、すべての者の自主的かつ積極的な取組によって行われなけれ

ばならない。 

４ 地球環境保全が、人類共通の課題であるとともに、環境の保全及び再生と密接
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な関係があることから、すべての者は、これを自らの課題として認識し、すべて

の事業活動及び日常生活において着実に推進されなければならない。 

(市の責務) 

第４条 市は、前条に定める環境の保全及び再生についての基本理念(以下「基本

理念」という。)にのっとり、環境の保全及び再生に関する基本的かつ総合的な

施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

２ 市は、自らの施策を策定し、及び実施するに当たっては、基本理念にのっとり、

環境への負荷の低減に積極的に努めなければならない。 

(事業者の責務) 

第５条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、これ

に伴って生ずる廃棄物を適正に処理するとともに、公害を防止し、又は自然環境

を適正に保全するために必要な措置を講ずる責務を有する。 

２ 前項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支

障を防止するため、物の製造、加工又は販売その他の事業活動を行うに当たって、

その事業活動に係る製品その他の物が使用され、又は廃棄されることによる環境

への負荷の低減に資するように努めるとともに、その事業活動において、再生資

源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、役務等を利用するように努めな

ければならない。 

３ 前２項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に

関し、環境の保全に自ら積極的に努めるとともに、市が実施する環境の保全及び

再生に関する施策に協力する責務を有する。 

(市民の責務) 

第６条 市民は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、その

日常生活に伴う環境への負荷の低減に努めなければならない。 

２ 前項に定めるもののほか、市民は、基本理念にのっとり、環境の保全及び再生

に自ら努めるとともに、市が実施する施策に協力する責務を有する。 

(滞在者及び民間団体等の責務) 

第７条 通勤、通学、観光旅行等で本市に滞在する者は、前条に定める市民の責務

に準じて環境の保全及び再生に努めるものとする。 

２ 市民又は事業者が組織する民間の団体(以下「民間団体等」という。)は、第５
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条に定める事業者の責務に準じて環境の保全及び再生に努めるものとする。 

(年次報告) 

第８条 市長は、環境の状況並びに環境の保全及び再生に関する施策の実施状況等

について、年次報告書を作成し、これを公表しなければならない。 

第２章 環境の保全及び再生に関する基本的施策 

第１節 施策の策定等に係る指針 

第９条 市は、環境の保全及び再生に関する施策の策定及び実施に当たっては、基

本理念にのっとり、次に掲げる事項を基本として、各種の施策相互の有機的な連

携を図りつつ、総合的かつ計画的に行わなければならない。 

(1) 大気、水、土壌その他の環境の自然的構成要素を将来にわたって良好な状

態に保持すること。 

(2) 野生生物の種の保存その他の生物の多様性の確保を図ること。 

(3) 森林、緑地、水辺地等における多様な自然環境を地域の自然的社会的条件

に応じて体系的に保全すること。 

(4) 自然と調和した潤いと安らぎのある良好な景観を形成するとともに、歴史

的又は文化的資源等と調和した快適な環境を創造すること。 

(5) 人と自然が豊かに触れ合い、共生することができる環境を確保すること。 

(6) 廃棄物の発生の抑制及び適正な処理並びに再生資源の利用、廃熱の有効利

用等による資源の循環的な利用を促進し、環境への負荷が少なく、かつ、持続

的に発展することができる社会を構築すること。 

(7) 地球環境保全を積極的に推進すること。 

第２節 環境基本計画 

第10条 市長は、環境の保全及び再生に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図

るため、基本的な計画(以下「環境基本計画」という。)を定めなければならない。 

２ 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

(1) 環境の保全及び再生に関する長期的な目標 

(2) 環境の保全及び再生に関する長期的かつ総合的な施策の大綱 

(3) 前２号に掲げるもののほか、環境の保全及び再生に関する施策を総合的か

つ計画的に推進するために必要な事項 

３ 市長は、環境基本計画を定めるに当たっては、市民、事業者及び民間団体等(以
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下「市民等」という。)の意見を反映するよう努めるとともに、あらかじめ佐渡

市環境審議会の意見を聴かなければならない。 

４ 市長は、環境基本計画を定めたときは、これを公表しなければならない。 

５ 前２項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。 

第３節 環境の保全及び再生のための施策等 

(施策の策定等に当たっての配慮) 

第11条 市は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当

たっては、環境基本計画との整合を図ることにより環境への負荷が低減されるよ

うに配慮しなければならない。 

(環境への事前配慮) 

第12条 市は、環境に影響を及ぼすおそれのある事業を行う事業者があらかじめそ

の事業に係る環境の保全について適正に配慮するよう必要な措置を講ずること

ができる。 

２ 市民等は、法令等に違反しない場合においても、環境に影響を及ぼすおそれの

ある施設の設置その他の行為をするときは、環境への負荷の少ない方法で行うよ

う努めなければならない。 

(環境の保全上の支障を防止するための規制) 

第13条 市は、環境の保全上の支障を防止するため、次に掲げる行為について必要

な規制の措置を講ずるものとする。 

(1) 公害の原因となる行為 

(2) 自然環境の適正な保全に支障を及ぼすおそれがある行為 

(3) 前２号に掲げるもののほか、人の健康又は生活環境に支障を及ぼすおそれ

がある行為 

(自然環境の保全等) 

第14条 市は、トキをはじめとする野生生物の生息環境等に配慮し、樹林地、農地、

河川等における絶滅危惧種等多様な生物の生存を確保するため、自然環境の保全

及び再生に必要な措置を講ずるものとする。 

(快適な環境の保全等) 

第15条 市は、公園、緑地及び水辺地の整備、良好な景観の確保、歴史的又は文化

的資源の保全等を図ることにより、潤いと安らぎのある快適な環境を確保するた
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め、必要な措置を講ずるものとする。 

(環境の保全上の支障を防止するための経済的措置) 

第16条 市は、市民等がその行為に係る環境への負荷の低減のための施設の整備そ

の他の適切な措置をとることを助長することにより環境の保全上の支障を防止

するため、その者の経済的状況を勘案しつつ、助成その他必要な措置を講ずるよ

うに努めるものとする。 

２ 市は、適正かつ公平な経済的負担を求めることにより市民等が自ら環境への負

荷の低減に努めることとなるように誘導するため、必要な措置を講ずることがで

きるものとする。 

３ 前項の措置を講ずる必要がある場合には、その措置に係る施策を活用して環境

の保全上の支障を防止することについて市民等の理解と協力を得るように努め

るものとする。 

(環境の保全及び再生に資する公共的施設の整備) 

第17条 市は、下水道又は廃棄物の処理施設その他の環境の保全及び再生に資する

公共的施設の整備を推進するとともに、これらの施設の適切な利用の促進に努め

るものとする。 

(資源の循環的利用等の推進) 

第18条 市は、再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、製品、役務

等の利用が促進されるように、必要な措置を講じなければならない。 

２ 市は、環境への負荷の低減を図るため、市の施設の建設及び維持管理その他の

事務事業の実施に当たって、廃棄物の減量、資源の循環的な利用及びエネルギー

の合理的かつ効率的な利用に努めるものとする。 

３ 市は、環境への負荷の低減を図るため、市民等による廃棄物の減量、資源の循

環的な利用及びエネルギーの合理的かつ効率的な利用が促進されるように、必要

な措置を講ずるものとする。 

(環境教育の充実及び環境学習の促進) 

第19条 市は、環境の保全及び再生に関する教育の充実及び学習の促進により市民

等が環境の保全及び再生についての理解を深めるとともに、これらの者の環境の

保全及び再生に関する活動を行う意欲が増進されるようにするため、必要な措置

を講ずるものとする。 
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(市民等の自発的活動の促進) 

第20条 市は、市民等が自発的に行う緑化活動、環境美化活動、再生資源の回収活

動その他の環境の保全及び再生に関する活動が促進されるように、必要な措置を

講ずるものとする。 

(環境状況の把握等) 

第21条 市は、環境の状況を把握し環境の保全及び再生に関する施策を適正に実施

するために必要な情報の収集、調査及び研究の実施に努めるものとする。 

２ 市は、環境の状況を把握し環境の保全及び再生に関する施策を適正に実施する

ために必要な監視、測定、検査等の体制の整備に努めるものとする。 

(情報の提供) 

第22条 市は、環境の保全及び再生に関する教育の充実及び学習の促進並びに市民

等が自発的に行う環境の保全及び再生に関する活動の促進のため、環境の状況そ

の他の必要な情報を適切に提供するように努めるものとする。 

(地球環境保全の推進) 

第23条 市は、地球環境保全のため、地球の温暖化の防止、オゾン層の保護、酸性

雨対策その他の施策を積極的に推進するものとする。 

２ 市は、国、他の地方公共団体及びその他の関係団体等(以下「国等」という。)

と連携し、地球環境保全に関する調査、情報の提供等に努めるものとする。 

第４節 環境の保全及び再生に関する協力 

(国等との協力) 

第24条 市は、環境の保全及び再生を図るための広域的な取組を必要とする施策の

実施に当たっては、国等と協力して、その推進に努めるものとする。 

(国際協力) 

第25条 市は、国等と連携し、又は市の実施する各種の国際交流を通じて、環境の

保全及び再生に関する情報の提供、技術の活用等により、環境の保全及び再生に

関する国際協力の推進に努めるものとする。 

第５節 推進体制の整備 

第26条 市は、環境の保全及び再生に関する施策を総合的かつ計画的に推進するた

め、市の機関相互の緊密な連携及び施策の調整を図るための体制を整備するもの

とする。 
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２ 市は、市民等との協働により、環境の保全及び再生に関する施策を積極的に推

進するための体制を整備するように努めるものとする。 

第３章 環境審議会 

(設置) 

第27条 環境基本法(平成５年法律第91号)第44条の規定に基づき、佐渡市環境審議

会(以下「審議会」という。)を置く。 

(所掌事項) 

第28条 審議会の所掌事項は、次のとおりとする。 

(1) 環境基本計画の策定及び変更に関すること。 

(2) 環境の保全及び再生の基本的事項及び重要事項に関すること。 

(3) 前２号に掲げるもののほか、環境の保全及び再生に関し必要と認められる

事項 

２ 審議会は、前項各号に掲げるもののほか、環境の保全及び再生に関し市長に意

見を述べることができる。 

(組織) 

第29条 審議会は、委員20人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(1) 学識経験者 

(2) 関係行政機関の職員 

(3) 市民 

(4) 事業者 

(任期) 

第30条 委員の任期は、２年とする。 

２ 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 委員の再任は、妨げない。 

(委任) 

第31条 前３条に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が別に定め

る。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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○佐渡市環境審議会規則 

平成17年３月30日 

規則第６号 

改正 平成18年３月31日規則第24号 

平成20年４月１日規則第44号 

平成22年３月30日規則第13号 

(趣旨) 

第１条 この規則は、佐渡市環境基本条例(平成17年佐渡市条例第26号)第31条の規

定に基づき、佐渡市環境審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定

めるものとする。 

(会長及び副会長) 

第２条 審議会に会長及び副会長各１人を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選により定める。 

３ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、そ

の職務を代理する。 

(会議) 

第３条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長

の決するところによる。 

(専門部会) 

第４条 審議会に必要に応じて専門部会を置く。 

２ 専門部会は、会長が指名する委員をもって構成する。 

(部会長) 

第５条 専門部会に部会長を置く。 

２ 部会長は、会長が指名する。 

３ 部会長は、当該部会の会務を総理する。 

(部会の会議) 

第６条 第３条の規定は、部会の会議について準用する。 
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(関係者の出席等) 

第７条 審議会及び部会は、調査又は審議に必要があると認めるときは、関係者の

出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は関係者に対して必要な資料の提出を

求めることができる。 

(庶務) 

第８条 審議会の庶務は、環境対策課において処理する。 

(平18規則24・平20規則44・平22規則13・一部改正) 

(その他) 

第９条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会

が定める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(平成18年３月31日規則第24号) 

この規則は、平成18年４月１日から施行する。 

附 則(平成20年４月１日規則第44号) 

この規則は、平成20年４月１日から施行する。 

附 則(平成22年３月30日規則第13号) 

この規則は、平成22年４月１日から施行する。 
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○佐渡市環境アドバイザー制度実施要綱 

平成19年10月１日 

訓令第40号 

改正 平成20年４月１日訓令第17号 

平成22年３月31日訓令第９号 

(趣旨) 

第１条 この訓令は、地域における環境保全の意識の高揚を図るとともに、環境保

全活動の促進に資することを目的として、住民団体等が実施する環境問題に関す

る講演会、環境講座、環境学習会及び観察会(以下「講演会等」という。)に、環

境アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を派遣する制度について必要な

事項を定めるものとする。 

(職務) 

第２条 アドバイザーは、地域における講演会等を通じ、市民に対し環境保全活動

に関する知識の普及啓発を図るものとする。 

(委嘱) 

第３条 市長は、環境問題に関し、知識経験を有する者又は環境保全活動実践者の

うちから適当と認められる者を、アドバイザーとして委嘱する。 

(任期) 

第４条 アドバイザーの任期は、委嘱の日から２年とし、再任されることを妨げな

い。 

(派遣の対象) 

第５条 派遣対象となる講演会等は、自治会、PTA、学校、婦人会、商工会、商工

会議所、地域グループその他各種団体が自主的に開催するもので、次に掲げるす

べての条件を満たすものとする。 

(1) 市内において開催されるもの 

(2) 参加者が、おおむね20人以上のもの 

(3) 政治活動、宗教活動及び営利活動を目的としないもの 

(4) 前３号に掲げるもののほか、本制度の目的に沿ったもの 

(講演会等の内容) 

第６条 講演会等の主なテーマは、自然環境、環境保全、生活環境、環境教育等と
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する。 

(派遣手続) 

第７条 アドバイザーの派遣を希望する講演会等の主催者は、実施の１月前までに、

環境アドバイザー派遣申請書(様式第１号)により、市長へ申請する。 

２ 市長は、前項の申請書を審査し、アドバイザーに派遣依頼し、主催者にその採

否を通知する。 

(実施報告) 

第８条 講演会等の主催者は、講演会等終了後、10日以内にその実施結果について、

環境アドバイザー派遣実施報告書(様式第２号)により、市長に報告する。 

(費用) 

第９条 市は、アドバイザーに対して、予算の範囲内において派遣に伴う謝金及び

旅費を支給する。 

(庶務) 

第10条 アドバイザーの派遣に関する事務は、環境対策課において行う。 

(平20訓令17・平22訓令９・一部改正) 

(その他) 

第11条 この訓令に定めるもののほか、アドバイザーの派遣に関し必要な事項は、

市長が別に定める。 

附 則 

この訓令は、平成19年10月１日から施行する。 

附 則(平成20年４月１日訓令第17号) 

この訓令は、平成20年４月１日から施行する。 

附 則(平成22年３月31日訓令第９号) 

この訓令は、平成22年４月１日から施行する。 

 

  



117 

 

 

佐渡市第2次環境基本計画  

 2017年3月発行  

企画・編集  

 佐渡市役所環境対策課  

 〒952-1292 佐渡市千種232番地 電話0259-63-3113 FAX0259-63-2750 

ホームページ  

http://www.city.sado.niigata.jp 


